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   令和２年５月７日以降の保育園等の対応について  

 

日頃より，本市の保育行政にご理解・ご協力をいただき感謝申し

上げます。  

 本市では，国による緊急事態宣言の発令に伴い，令和２年４月

１３日（月）から保育園等（認可保育園及び認定こども園等）を臨

時休園しています。現時点において国の方針が確定していないため，

下記のとおり５月７日（木）から９日（土）までの期間も臨時休園

することとしました。また，５月１１日（月）以降の対応について

は，国の緊急事態宣言に係る方針に合わせて，下記のとおり対応し

ますので，よろしくお取り計らいくださいますようお願いします。  

記  

１  臨時休園とする保育園等  

  認可保育園（公立及び私立），認定こども園（２号及び３号認

定に限る。），小規模認可保育，事業所内保育（認可に限る。）  

 ※認定こども園の１号認定については，各園の判断となります。  

２  ５月７日（木）から９日（土）までの臨時休園における特別保

育について  

 これまでの臨時休園と同様に特別保育を実施します。  

(1) 特別保育実施の対象（次のいずれかに該当する場合）  

 ア  保 護 者 が 社 会 生 活 を 維 持 す る 上 で 必 要 な 事 業 に 従 事 し て お

り，かつ家庭で園児を保育する人がいない場合   

  イ  家庭での保育が特に困難であると認められる場合  

 (2) 特別保育利用の手続きについて  

   （ １ ） に 該 当 し ， 特 別 保 育 が 必 要 と な る 方 は 「 特 別 保 育 利

用 申 立 書 」 （ 柏 市 ホ ー ム ペ ー ジ に も 掲 載 し て い ま す 。 ） に 必

要 事 項 を 記 入 し ， 特 別 保 育 を 開 始 し よ う と す る 日 の ２ 営 業 日

前 ま で に ， 各 保 育 園 等 に 提 出 し て く だ さ い （ ５ 月 ７ 日 （ 木 ）

か ら 開 始 し よ う と す る 場 合 は ， １ 日 （ 金 ） ま で に 提 出 。 ） 。

特別保育実施の要否については，各保育園等で判断します。  



※３（１）のとおり，臨 時 休 園 の期 間 を更 に延 長 する可 能 性 がありますので，「特

別保育利用申立書 」には，念のため，５月 末日 までの予定 をご記入 ください。  

３  ５月１１日（月）以降の対応について  

  国の対応に合わせて，保育園等の対応を決定します。５月７日

（木）以降に，柏市ホームページ等でお知らせします。  

 (1) 緊急事態宣言の期間が延長された場合  

 緊 急事 態 宣言 の 期間 に合 わ せて 保 育園 等の 臨 時休 園 期間 も 延

長し ます 。 また ， これ まで の 臨時 休 園と 同様 に 特別 保 育を 実 施

します。  

 (2) 緊急事態宣言の期間が延長されない場合  

 ５ 月９ 日（ 土 ） で臨 時休 園の 措 置 が終 了と なり ， １ １日 （月 ）

から 通常 ど おり の 保育 とな り ます （ 「特 別保 育 利用 申 立書 」 の

提出 は不 要 です 。 ） 。 しか し ，保 育 園等 が「 三 つの 密 」と な り

やす い環 境 であ る こと に変 わ りは あ りま せん 。 市と し ては 保 育

園等 への 登 園自 粛 の協 力を 要 請し ま すの で， 登 園の 回 数を １ 日

でも 多く 減ら せ る よう ，職 場や 家 庭 内で の調 整を お 願 いし ます 。  

 な お， １ １日 （ 月） 以降 の 数日 に おい て， 保 育園 等 によ っ て

は， 全て の 園児 に 対し て給 食 を提 供 でき ない 場 合が あ り ま す 。

この 場合 ， 保育 園 等か ら弁 当 等の 持 参を お願 い する こ とが あ り

ますので，ご了承ください。  

４  保育料等について  

 ５月分の 保育料 については ，登園 しなかった 日に応 じて軽減措

置を予定し ていま す。 なお， 給食費 については ， 通常 ，数週間か

ら１か月前 に食材 などを発注 して， 事前に準備 をして いるため，

登園自粛要 請期間 中の減額は 行って おりません が，臨 時休園期間

中について は，登 園しなかっ た日に 応じて 給食 費の軽 減措置を予

定しています。  

５  今後の対応について  

本通 知は 令 和２ 年 ４ 月 ２８ 日 時点 の 対応 とな り ます 。 今後 ， 対

応が変わる可能性があります。  

６  問い合わせ先  

  柏市保育運営課  

  臨時休園及び特別保育について (企画運営担当 04-7128-5517) 

  保育料等の返還について (入園担当 04-7167-1137) 

 
令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ５ 日 ～ ５ 月 ６ 日 は 「 Ｓ Ｔ Ａ Ｙ  Ｈ Ｏ Ｍ Ｅ 週 間 」 で す 。 感 染 拡 大 を 防 ぐ た

め に は と に か く 人 と 人 の 接 触 を 減 ら す こ と が 重 要 で す 。 あ な た の 命 を 、 家 族 を 、 大 切 な

人 を 、 社 会 を 守 る た め ， 大 型 連 休 期 間 中 、 よ り 一 層 、 外 出 の 自 粛 を 徹 底 し ま し ょ う 。  

 


